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◇管 理 規 程◇ 
阪神水道企業団管理規程第１号 

阪神水道企業団契約規程及び阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

令和８年２月５日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄 

 

阪神水道企業団契約規程及び阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程 

 （阪神水道企業団契約規程の一部改正） 

第１条 阪神水道企業団契約規程（昭和 42 年管理規程第１号）の一部を次のように改正

する。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

 （入札保証金に代わる担保） 

第７条 入札保証金の納付は、国債又は地

方債のほか次に掲げる担保の提供をもつ

て代えることができる。 

 ⑴ 省略 

 

 

 

 

 

 

 （入札保証金に代わる担保） 

第７条 入札保証金の納付は、国債又は地

方債のほか次に掲げる担保の提供をもつ

て代えることができる。 

 ⑴ 省略 

⑵ 銀行又は企業長が確実と認める金融

機関(出資の受入預り金及び金利等の

取締等に関する法律(昭和 29 年法律第

195 号)第３条に規定する金融機関を

いう。以下同じ。)が振出し、又は支
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⑵及び⑶ 省略 

２ 省略 

（担保の価値） 

第８条 前条第１項に掲げる担保の価値

は、次の各号に掲げる担保について当該

各号に掲げるところによる。 

⑴及び⑵ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶及び⑷ 省略 

 

払保証した小切手 

⑶ 銀行又は企業長が確実と認める金融

機関が引き受け又は保証若しくは裏書

した手形 

⑷及び⑸ 省略 

２ 省略 

（担保の価値） 

第８条 前条第１項に掲げる担保の価値

は、次の各号に掲げる担保について当該

各号に掲げるところによる。 

⑴及び⑵ 省略 

⑶ 銀行又は企業長が確実と認める金融

機関が振出し、又は支払保証した小切

手、小切手金額 

⑷ 銀行又は企業長が確実と認める金融

機関が引き受け又は保証若しくは裏書

した手形、手形を提供した日の翌日か

ら満期の日までの期間に応じ、当該手

形金額を一般の金融市場における手形

の割引率によつて割引いた金額 

⑸及び⑹ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

（阪神水道企業団財務規程の一部改正） 

第２条 阪神水道企業団財務規程（平成 26 年管理規程第３号）の一部を次のように改正

する。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（出納事務の委任） 

第５条 企業長は、次に掲げる事務を企

業出納員に委任する。 

⑴ 省略 

 

 

（出納事務の委任） 

第５条 企業長は、次に掲げる事務を企業出

納員に委任する。 

⑴ 省略 

⑵ 小切手を振り出すこと。 
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⑵から⑻まで 省略 

 

第44条から第47条まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（領収書等の徴収） 

第48条 企業出納員は、現金の支出又は

口座振替の方法によって支出をしたと

きは、債権者の領収書を徴収しなけれ

⑶から⑼まで 省略 

（小切手の振出し） 

第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関の

支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り

出さなければならない。 

２ 小切手の署名は、記名押印によって行う

ものとする。 

３ 企業出納員は、小切手を振り出したとき

は、受取人の氏名、支払金額その他必要な

事項を出納取扱金融機関に通知しなければ

ならない。 

４ 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支

払を行ったものについて、支払済通知書に

より企業出納員に報告しなければならな

い。 

（小切手の訂正等） 

第45条 小切手の金額は、訂正してはならな

い。 

２ 小切手の金額以外の記載事項を訂正する

ときは、その訂正を要する部分に２線を引

き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇

所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数

を記載して企業長の印を押さなければなら

ない。 

３ 書損、汚損等により小切手を廃棄すると

きは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃

棄」と朱書してそのまま小切手帳に残して

おかなければならない。 

（小切手帳の保管） 

第46条 小切手帳の保管は、財務課長が行

う。 

（公金振替書） 

第47条 前３条の規定は、公金振替書の交付

による支出について準用する。 

（領収書等の徴収） 

第48条 企業出納員は、現金の支出若しくは

小切手の振出し又は口座振替の方法によっ

て支出をしたときは、債権者の領収書を徴
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ばならない。ただし、口座振替の方法

により支出を行った場合は、出納取扱

金融機関の領収書、支払済通知書等を

もって領収書に代えることができる。 

２から４まで 省略  

 

別表 

 勘定科目表 

  資産勘定 

 

収しなければならない。ただし、口座振替

の方法により支出を行った場合は、出納取

扱金融機関の領収書、支払済通知書等をも

って領収書に代えることができる。 

２から４まで 省略  

 

別表 

 勘定科目表 

  資産勘定 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

                                        

◇告     示◇ 
阪神水道企業団告示第１号 

下記の者は、令和８年１月16日付けをもって、阪神水道企業団議会議員を辞職したので

告示する。 

令和８年１月 16 日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

記 

なんの ゆうこ 

                                        

阪神水道企業団告示第２号 

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記の

とおり行う。 

令和８年１月 16 日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

記 

款 項 目 節 科目区分の説明

流動資産

現金・預金

現金 現金

款 項 目 節 科目区分の説明

流動資産

現金・預金

現金
現金及び手許に
ある小切手、為
替手形等
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 １ 選挙する期間   令和８年１月 16 日から 

                       令和８年３月 15 日まで 

 １ 選挙する議員数    １名 

 １ 選挙する市        神戸市 

                                        

阪神水道企業団告示第３号 

令和８年第１回阪神水道企業団議会定例会を令和８年２月17日阪神水道企業団議会議場

に招集する。 

    令和８年２月５日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

 

 


